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残
業
報
告
を
義
務
づ
け

教
員
の
負
担
軽
減
狙
う

多
忙
な
業
務
で
体
調
を
崩
す
教

員
が
増
え
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
は
府
立

学
校
の
教
員
に
、
毎
日
の
残
業
時

間
と
そ
の
内
容
を
記
録
し
て
校
長

に
提
出
さ
せ
る
新
制
度
を
導
入
し

た
。
特
定
の
教
員
に
過
度
の
負
担

が
か
か
ら
な
い
よ
う
注
意
し
、
必

要
に
応
じ
て
他
の
教
員
と
仕
事
を

分
担
さ
せ
る
狙
い
だ
。

府
教
委
に
よ
る
と
、
新
制
度
は

6
月
か
ら
実
施
。
対
象
は
、
府
立

の
高
校
と
特
別
支
援
学
校
な
ど
計

1
7
3
校
の
教
員
約
1
万
1
千

人
。
各
教
員
が
毎
日
の
始
業
・
終

業
時
刻
と
残
業
時
間
を
「
勤
務
時

間
管
理
簿
」
に
記
録
。
残
業
の
内

容
は
「
部
活
動
」
　
「
校
外
巡
視
」

な
ど
か
ら
選
ぶ
。
校
長
は
月
1

回
、
教
員
ご
と
の
残
業
時
闇
の
集

計
表
を
作
り
、
負
担
軽
減
の
指
導

を
す
る
。
府
教
委
は
小
中
学
校
で

も
実
施
す
る
よ
う
府
内
全
4

3
市
町

村
教
委
に
通
知
し
た
。

府
教
委
の
導
入
の
き
っ
か
け

は
、
昨
年
1
0
月
の
大
阪
高
裁
判
決

だ
。
京
都
市
立
小
中
学
校
の
教
諭

9
人
の
長
時
間
労
働
を
め
ぐ
る
損

害
賠
償
請
求
訴
訟
で
、
同
高
裁
は

「
市
に
は
、
残
業
や
休
日
出
勤
の

常
態
化
に
対
し
改
善
を
怠
っ
た
安

全
配
慮
義
務
違
反
が
あ
る
」
と
判

断
し
、
市
に
各
教
諭
に
5
5
万
円
の

賠
償
を
命
じ
た
。
市
教
委
は
判
決

を
受
け
、
市
内
の
一
部
の
市
立
学

校
・
園
で
タ
イ
ム
カ
ー
ド
を
試

行
。
将
来
的
に
は
全
教
員
へ
の
適

用
を
目
指
す
、
と
し
て
い
る
。

文
科
省
に
よ
る
と
、
教
員
は

「
一
般
の
公
務
員
の
よ
う
な
勤
務

時
間
の
管
理
は
な
じ
ま
な
い
」
と

し
て
、
残
業
時
間
を
把
握
す
る
仕

組
み
が
な
く
、
「
残
業
手
当
」
も
支

給
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り

に
月
給
に
一
律
4
％
の
「
教
職
調

整
額
」
が
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
。

文
科
省
が
2
0
0
6
年
度
に
実

施
し
た
教
員
勤
務
実
態
調
査
（
公

立
小
中
学
校
）
に
よ
る
と
、
教
員

の
残
業
は
月
平
均
3
4
時
間
で
、
前

回
調
査
の
4
0
年
前
か
ら
4
倍
強
に

増
え
た
。
大
阪
府
教
委
が
昨
年
1
1

月
に
公
立
学
校
の
教
員
3
千
人
に

実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
回

答
者
の
5
8
％
が
「
こ
こ
ろ
の
健
康

に
不
安
を
感
じ
る
」
と
回
答
。
原

因
に
つ
い
て
「
勤
務
時
間
が
長

い
、
仕
事
量
が
多
い
」
が
最
多
で

3
6
％
に
上
っ
た
。
（
左
石
将
規
）


